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第８回評価委員会からの第二期中期計画（案）変更箇所について 

○ 計画項目 

(1) 主な変更箇所 

変更後の第二期中期計画（案） 変更の内容 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(1)-ウ ＜資料２－１：３ページ＞ 

② 第一期中期計画期間に導入した GPA（単位当たりの成績評価制度）を学生に対する個別

の学修指導に活用することにより教育の質を確保する。 

第８回評価委員会での意見を踏まえ、GPA に基づ

く進級基準及び卒業判定基準の導入は、「学部専門教

育における到達水準の明確化」の計画※の中で取り組

むこととし、計画の内容を「個別の学修指導に活用

することによる教育の質の確保」に変更。 

※Ⅰ－第１ 教育関する目標を達成するための措置 

1-(1)-ウ-① ＜資料２－１：３ページ＞ 

【第８回評価委員会時の案】 

② GPA（単位当たりの成績評価制度）に基づく進級基準及び卒業判定基準を導入し、よ

り厳格な成績評価を実施する。 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(1)-ウ ＜資料２－１：３ページ＞ 

⑤ 外国人教師の参画などにより、専門教育における英語教育を充実する。 

計画項目の追加。 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(2)-イ ＜資料２－１：４ページ＞ 

③ 社会人のキャリア向上や資格取得などの高度な学習需要に対応した教育を充実する。
第８回評価委員会での意見を踏まえ、取組み内容

の具体例を記載。 
【第８回評価委員会時の案】 

③ 社会人の高度な学習需要に対応した教育を充実する。 

Ⅲ－第１ 財務にかかわる基本的考え方に関する目標を達成するための措置 

＜資料２－１：１１ページ＞ 

② 引き続き経費の適切な執行の徹底に努め、資金の透明性を確保する。 

計画項目の追加。 

Ⅲ－第２ 自己財源の確保及び経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

＜資料２－１：１１ページ＞ 

③ 生涯学習講座開催時など様々な機会をとらえて市民等へ寄附を働きかけるとともに、

同窓会組織の連合体としての協議会を設置し、同窓会との連携を強化するなど、広く寄

附が寄せられるような仕組みづくりを進める。 

第８回評価委員会での意見を踏まえ、寄附に関す

る取組みを具体的に記載。 

【第８回評価委員会時の案】 

③ 大学及び各同窓会によるネットワークづくりを推進し、同窓生との連携を強化する。

資料２－３ 
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Ⅳ－第１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

＜資料２－１：１２ページ＞ 

① 中期計画・年度計画に係る業務実績の自己点検・評価において、取組みの成果と課題

を明らかにするとともに、関連する取組みを総括し、法人全体の活動として捉えた自己

評価を実施する。また、部局単位及び教養教育の自己点検・評価を計画的に実施すると

ともに、大学機関別認証評価を受審するため、教育研究等の総合的な自己点検・評価を

実施する。 

第８回評価委員会での意見を踏まえ、中期計画・

年度計画に係る法人全体の自己点検・評価の方針に

ついて記載。 

【第８回評価委員会時の案】 

① 部局単位及び教養教育の自己点検・評価を計画的に実施するとともに、大学機関別

認証評価の受審に向けた準備を進め、法人全体の自己点検・評価を実施する。 

 

(2) その他の変更内容 

内容の具体化、中期目標との関係の明確化といった観点での見直しと変更を行ったほか、次のとおり項目の整理・統合等を行った。 

変更後の第二期中期計画（案） 変更の内容 第８回評価委員会時の案 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(1)-ウ ＜資料２－１：３ページ＞ 

① 各学部の教育内容をさらに体系化するため、教育課程編成

方針（カリキュラム・ポリシー）を明確にし、教育プログラ

ム策定による専門性・学際性を育む教育を実施するとともに、

学部専門教育における到達水準を明確にし、学位授与方針（デ

ィプロマ・ポリシー）を策定・公表する。 

項目の統合 

 

 

① 各学部の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）を明

確にし、教育プログラム策定による専門性・学際性を育む教育

を実施する。 

⑤ 学部専門教育における到達水準の明確化を図るとともに、学

位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を策定し・公表する。 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(2)-ア ＜資料２－１：４ページ＞ 

② 適正な定員充足率を維持するため、入学定員の見直しを検

討するとともに、入試方法の点検・改善を実施する。 
項目の統合 

 

 

② 出願状況の分析を行い、入試方法を点検・改善するとともに、

入試広報を充実する。 

③ 適正な定員充足率を維持するため、入学定員や入学試験実施

方法等の見直しを行う。 
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Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

1-(2)-イ ＜資料２－１：４ページ＞ 

① 各研究科の教育内容をさらに体系化するため、教育課程編

成方針（カリキュラム・ポリシー）を明確にし、教育プログ

ラム策定による専門性・学際性を育む教育を実施するととも

に、各研究科における到達水準を明確にし、学位授与方針（デ

ィプロマ・ポリシー）を策定・公表する。 

項目の統合 

 

 

① 各研究科の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）を

明確にし、教育プログラム策定による専門性・学際性を育む教

育を実施する。 

④ 各研究科における到達水準の明確化を図るとともに、学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）を策定し・公表する。 

Ⅰ－第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

1-(1)(2) ＜資料２－１：７ページ＞ 

① 世界の水準で競争できる研究活動を推進するため、学内

外・国内外との横断的・学際的な協力体制による共同研究や、

大学の特性を活かしたプロジェクト研究等に取り組む。 

項目の統合 

 

 

① 学内外・国内外との横断的・学際的な協力体制を構築し、共

同研究を積極的に推進する。 

② 大学の特性を活かしたプロジェクト研究等を推進し具体的成

果を生み出す。 

Ⅰ－第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

2-(1) ＜資料２－１：８ページ＞ 

① 大型外部資金や大学の特性を活かすプロジェクト研究、科

学研究費助成事業等について、申請に関する説明会等を行い

獲得件数の増加を図るとともに、科学研究費助成事業につい

ては、未申請の教員の比率の低減に取り組む。 

項目の統合 

 

 

① 大型外部資金の獲得や大学の特性を活かすプロジェクト研究

等に関する支援体制を構築・強化する。 

② 科学研究費補助金等への申請の支援体制を強化する。 

Ⅰ－第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

2-(1) ＜資料２－１：８ページ＞ 

③ 教育研究環境の基盤を強化するため、電子ジャーナルの充

実を図る。 

項目の位置

付けの変更 

Ⅰ－第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

2-(2) 

③ 電子ジャーナルの充実を図る。 

Ⅰ－第５ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

1 ＜資料２－１：９ページ＞ 

③ 大学病院として、先進的な治療、診断技術を取り入れた医

療を推進すると共に、周産期・小児医療、救急医療を始めと

する高度急性期病院としての機能を強化する。 

項目の統合 

 

 

③ 大学病院の機能として先進的な治療、診断技術を取り入れた

医療を推進していく。 

⑧ 周産期・小児医療、救急医療を始めとする高度急性期病院と

しての機能の強化を図る。 
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Ⅰ－第５ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

1 ＜資料２－１：１０ページ＞ 

④ 更新計画に基づき、医療機器や病院設備の更新を進める。
項目の統合 

 

 

④ 大型医療機器更新計画に基づき、医療機器の更新を進める。 

⑤ 病院設備更新計画に基づき、病院設備の更新を進める。 

Ⅲ－第２ 自己財源の確保及び経費の抑制に関する目標を達成

するための措置 

1 ＜資料２－１：１１ページ＞ 

① 授業料等学生納付金及び実習費等に係る学生自己負担につ

いて、受益者負担の観点に立った見直しの検討を進めるとと

もに、その他収入についても同様に見直しを図り、自己収入

比率を向上させる。 

② 附属病院の機動的な運営を行い、持続的な収入の確保に努

める。 

項目の整理 

 

 

 

① 授業料等学生納付金や実習費等に係る自己負担について、適

正な学生負担額を検討し、その実現を図る。 

② 病院収入の確保に努めるとともに、多様な収入の獲得を進め、

自己財源の拡充を図る。 

Ⅴ－第１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するた

めの措置 

＜資料２－１：１２ページ＞ 

② 良好な環境を維持するため、更新計画に基づいて老朽化し

た主要な設備の更新を順次実施しつつ、第一期中期計画期間

中から進めている滝子及び北千種キャンパスにおける耐震改

修、及び田辺通キャンパスにおける薬学部校舎等の改築を進

める。 

項目の統合 

 

 

 

② 学生・教職員の地震時の安全性を確保するため、耐震診断の

結果Ⅱ-１と評価された耐震対策が必要な建物の改修を実施す

る。 

③ 良好な環境を維持するため、更新計画に基づいて老朽化した

主要な設備の更新を順次実施する。 

④ 田辺通キャンパスの薬学部校舎等の改築を進める。 
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○ 数値目標 

変更後の第二期中期計画（案）（追加した指標） 第８回評価委員会時の案 

 

 教育に関する項目 

指標 目標 

１ 学部毎の定員充足率及び研究科毎の定員充足率 100％をめざす 

２ 卒業者(就職希望者)の就職率 100％をめざす 

３ 
「授業についてのアンケート」での「総合評価」（※）

の科目平均値 
全科目３以上をめざす

４ 
医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師国家試験の新卒

者合格率 
100％をめざす 

５ 社会福祉士国家試験の在学中合格者数 5 名以上をめざす 

６ 高等学校及び中学校教諭免許の取得件数 計 20 件以上をめざす 

７ 幼稚園教諭免許及び保育士資格の取得者数 計 30 名以上をめざす 

※ 総合評価は、１（評価しない）から５（評価する）の５段階で受講生全員に問う

もの 

※ 現在検討している数値目標の指標 

 教育に関する項目 

 卒業者（就職希望者）の就職率 

 国家試験資格の合格率 

 研究に関する項目 

指標 目標 

８ 共同研究及び受託研究の件数(総契約数) 29 年度：270 件 

９ 科学研究費助成事業の交付内定件数 29 年度：310 件 

10 科学研究費助成事業未申請の教員の比率 29 年度：9％ 
 

 研究に関する項目 

 共同研究・受託研究の件数、又は金額 

 科学研究費補助金の獲得件数、又は金額 

※制度変更の影響を大きく受けることを考

慮した検討が必要。 

 科学研究費補助金に係る申請件数、未申

請者数又は未申請者率 

 社会貢献等に関する項目 

指標 目標 

11 市民公開講座の受講者数 29 年度：750 人 
 

 社会貢献等に関する項目 

 市民公開講座の受講者数 
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 大学の国際化に関する項目 

指標 目標 

12 学生の海外派遣数 29 年度：23 年度を基準年として、30％の増加をめざす 
 

 大学の国際化に関する項目 

 学生の海外派遣数 

 附属病院に関する項目 

指標 目標 

13 地域医療機関からの紹介患者数 29 年度：15,400 人 

14 新入院患者数 29 年度：15,200 人 
 

 附属病院に関する項目 

 地域医療機関からの紹介患者数 

 新入院患者数 

 財務内容の改善に関する項目 

指標 目標 

15 純資産比率(純資産/負債純資産合計) 75％以上に維持 

16 流動比率(流動資産/流動負債) 150％以上に維持 

17 経常利益比率(経常利益/経常収益) 3％以上に維持 

18 不正経理 ゼロ件 

19 

大学における自己収入比率(収入総額から施設整備費補助

金、受託研究費等及び目的積立金を控除した額に占める自

己収入の割合) 

対前年度比でプラス

20 一般管理費比率(一般管理費/業務費) 伸び率ゼロ以下 
 

 財務内容の改善に関する項目 

 一般管理費比率（一般管理費/業務費） 

 その他の業務運営に関する項目 

指標 目標 

21 女性教員比率 29 年度：27％ 
 

 その他の業務運営に関する項目 

 建物の耐震化率 

 女性教員比率 

 


